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印西市学校適正規模・適正配置基本方針（平成２８年１０月） 

策定時と現在の諸条件の相違について 

 

１ 住宅建設の増加による児童生徒数の増加  

人口の増加を支えてきた千葉ニュータウン事業が平成２５年度に完了し、 

今後は宅地開発も減少していくことから、印西市においても令和１０年をピー

クとして人口減少の局面に入ると予測されていますが、地理的な利便性や千葉 

ニュータウン地域の強固な地盤と質の高い都市基盤を背景に、千葉ニュータウ

ン中央駅及び印西牧の原駅周辺地区の集中的な開発に伴い、毎年新たに子育て

世代の流入が拡大していることから、小学校及び中学校の学校規模の差が一段

と広がっています。 

基本方針策定時の平成２８年度には、市内の小学校の児童数は 5,897 人、

中学校の生徒数は 2,569 人でしたが、令和４年度の市内の小学校の児童数は

7,300 人、中学校の生徒数は 3,035 人となっており、児童数は 1,403 人 

増加し、生徒数は 466 人増加している状況となっています。 

 

２ 「義務教育学校」の制度化  

（１）義務教育学校とは 

義務教育学校は、一人の校長の下、一つの教職員組織が置かれ、義務 

教育９年間の学校教育目標を設定し、９年間の系統性を確保した教育 

課程を編成・実施する新しい種類の学校であり、平成２７年６月の通常 

国会で、「義務教育学校」の設置を可能とする改正学校教育法が成立し、

平成２８年４月１日に施行されました。   

  

修業年限 ９年（前期課程６年＋後期課程３年） 

組織・運営 一人の校長、一つの教職員組織 

免許 原則小学校・中学校の両免許状を併有 

教育課程 
・９年間の教育目標の設定 

・９年間の系統性・体系性に配慮がなされている教育課程の編成 

施設形態 施設一体型・施設隣接型・施設分離型 

設置基準 前期課程は小学校設置基準、後期課程は中学校設置基準を準用 

標準規模 １８学級以上２７学級以下 

通学距離 おおむね６km 以内 

設置手続き 市町村の条例 

 

（２）制度創設の背景 

① 教育内容や学習活動の量的・質的充実 

小学校と中学校の教員が連携して、例えば、小学校高学年での専門

的な指導の充実や、児童生徒のつまずきやすい学習内容についての  

長期的な視点に立ったきめ細やかな指導などの学習指導の工夫に取り

組むことの重要性が増してきたこと。 
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② 発達の早期化等に関わる現象 

小学校高学年段階における子供の身体的発達の早期化が指摘され、

おおむね小学校４～５年生頃に児童生徒にとっての発達上の段差が 

存在しているのではないかとの指摘がなされ、多様な教職員が指導に

当たることによる興味・関心や個性伸長への対応、教科指導における

専門性の強化といった従来であれば中学校段階の特質とされてきた 

ものが、一定程度小学校段階に導入されるようになってきたこと。 

 

③ いわゆる中１ギャップ 

子供たちが小学校から中学校への進学に際し、新しい環境での学習

や生活に不適応を起こす、いわゆる「中１ギャップ」と呼ばれる現象

への効果的な対応の必要性が増してきたこと。 

 

④ 社会性育成機能の強化の必要性 

「多様な異学年交流の活発化」、「より多くの多様な教員が児童生徒

に関わる体制の確保」、「中学校区を単位とした地域の活性化による 

地域の教育力の強化」などにより学校教育活動の充実を図ることへの 

ニーズが高まっていること。 

 

⑤ 学校現場の課題の多様化・複雑化 

「一人一人の教員の努力や学年単位での努力、学校単位の努力だけ

では十分な対応が困難である」という認識が広がりつつあること。 

 

（３）千葉県内の義務教育学校の一覧 

学校名 開校年月日 施設形態 

市川市立塩浜学園 平成２８年４月１日 施設一体型 

成田市立下総みどり学園 平成２９年４月１日 施設一体型 

成田市立大栄みらい学園 令和３年４月１日 施設一体型 

八千代市立阿蘇米本学園 令和４年４月１日 施設一体型 

 

３ 公立の小学校の学級編制の標準の引下げ 

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部

を改正する法律が、令和３年３月３１日に公布され、同年４月１日から施行 

されたことに伴い、公立の小学校の学級編制の標準が令和 3 年度から段階的

に引き下げられることになりました。  

この改正は、Society5.0 時代の到来や子供たちの多様化が一層進展する 

などの状況下において、安全・安心な教育環境の下、誰一人取り残すことなく、

全ての子供たちの可能性を引き出す教育へ転換し、個別最適な学びと協働的な

学びを実現することが必要であることから、一人一人の教育的ニーズに応じた

きめ細かな指導を可能とする指導体制を整備するために、公立の小学校（義務

教育学校の前期課程を含む。）の学級編制の標準を、約４０年ぶりに一律に  
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引き下げることとし、具体的には、学年進行により、現行の４０人から３５人

に段階的に引き下げる措置を講ずるものとなっています。 

  

 【学級編制の標準の引下げに係る計画】   

     下表のとおり、小学校第２学年から学年進行により段階的に学級編制の 

標準を引き下げることになります。 

年度 R3 R4 R5 R6 R7 

学年 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 

 

４ 小学校における高学年の教科担任制の導入 

  令和４年度から、学習が高度化する小学校高学年において、各教科の系統性

を踏まえながら、専門性の高い教科指導を行うとともに、教員の持ちコマ数 

軽減など学校の働き方改革を進めるため、地域や学校等の実情に応じた取組

が可能となるよう専科指導教員の計画的な配置充実を図り、小学校高学年に

おける教科担任制を推進することとしており、優先的に専科指導の対象と 

すべき教科として、外国語、理科、算数、体育の４教科となっています。 

 教師の確保の観点を踏まえながら、対象とすべき教科の専科指導の取組を 

円滑に推進できるよう４年程度をかけて段階的に進めることとしており、  

既存の定数措置も踏まえつつ、学校規模（学級数）や地理的条件に応じ、例え

ば、学年１学級程度の小規模校間における小小・小中連携や義務教育学校化を

促すことなどにより対応することも考えられるとされています。 

 

≪まとめ≫ 

  以上のとおり、国における制度の見直しがされるなど、学校を取り巻く環境

が大きく変化している中で、人口増加のピークが令和１０年度と予測されて

いることを見据え、これまでは、大規模校の対応について、学校施設の増改築、

通学区域の見直し、学校の分離・新設とし、小規模校の対応について、隣接校

との統合を原則としてきましたが、それに加え、義務教育学校や小規模特認校

制度も方策の一つとして検討していくことが必要であると考えます。 

  なお、千葉ニュータウン中央駅及び印西牧の原駅周辺地区の集中的な開発

に伴い、現在は、大規模校の学校区内に学校用地の確保ができないため、学校

の分離・新設はできないと考えています。 


